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トコ 利 回 押 N 白 骨 田 辺 自 由 ( 決 議 回 ) 剖 調 話
2

半吟 司
E

修 学 部 分 休 業 等 条 例 第 十 五 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合

出 一」 叫 m w加 H W加 N 叩 3 糊 賢 明 務 費 抑 制 内 片 側 泊 3 〉 例 措 3 蓋 獄 H 叩 H h 寸 「 相 当 職 」 a l - - n 「 及 び 出 先 機 関 の 長 」 品 川 J 「 2 」

3 1 2 n 「 か ら 4 ま で 」 品 川 沿 ロ U N J E 中 N h 寸 「 第 二 十 六 条 の 玉 第 五 項 」 品 川 「 第 二 十 六 条 の 五 」 一 円 四 片 町 V J 「 承 認 の 」 3 1 2 n

「 失 効 又 は 」 品 川 沿 ロ U N J E 中 号 品 除 。 什 「 J ω 品川 ω 什 「 J N 3 界 一 円 突 3 1汁 J v ↑ n u g u N O 。

3 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 部 長 等 の 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 及 び 同 条 第 二 項 の 延 長 の 承 認

4 第 二 十 六 条 の 六 の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 失 効 又 は 取 消 し が あ っ た 場 合 の 部 長 等 の 復 職 の 発 令

出 一」 叫 m w加 H 獄 N h 叩 3 糊 〉 例 措 知 相 内 片 側 泊 3 蓋 獄 同 市 叩 H h 寸 「 2 」 3 1 2 n 「 か ら 4 ま で 」 品 川 沿 ロ U N J E h 叩 N h 寸 「 第 二 十 六 条

の 玉 第 五 項 」 品 川 「 第 二 十 六 条 の 玉 」 一 円 四 片 町 V J 「 承 認 の 」 3 ー 寸 行 「 失 効 又 は 」 品 川 沿 ロ U W J E 中 号 ω 品 川 印 什 「 J N 3 界 一 円 突

3 1汁 J U 一円 u g u 仰 が 。

3 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 及 び 同 条 第 二 項 の 延 長 の 承 認

4 第 二 十 六 条 の 六 の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 失 効 又 は 取 消 し が あ っ た 場 合 の 職 員 の 復 職 の 発 令

宝 刊 燕 刊 行 猶 目 中 3 5 3 界 一 円 突 3 H 燕 料 品 川 詰 片 山 い 。

四



平成 26年 6月 25日(水曜日) 石川県公報 号 外

別記様式第27号の16(第73条の 5関係)

配偶者同行休業承認申請書

石川県知事 年 月 日

申請者 所

下記のとおり期配偶者同行休長業 を申請します。
職

聞の延 氏 名 @ 

申 請 区 分
口配偶者同行休業 (2、3及び4に記入)

1 の
口期間の延長(2、3及び 5に記入)

氏 名

2 職 業

申 申請時の所属先の名称
3青

所在 地

係
る 外 国
画己

滞 在 事 由

f関
外国滞在中の所属先の名称者

所在 地

外国滞 在 事 由 の
年 月 日から 年 月 日まで

高峰 続 す る 期 間

3 職員及び 配 偶 者 の

外国滞在中の住所(居所)

4 申 言青 期 問 年 月 日から 年 月 日まで

5 延 長 の 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

!既に配偶者同行休業
年 月 日から 年 月 日まで

をして い る 期 間

6 備 考

(注)① この申請書には、配偶者の滞在事由及び期聞が確認できる書類を添付すること。

② 13 職員及び配偶者の外国滞在中の住所(居所)J欄は、申請時点で未定の場合には「未定」と記

入し、申請期間の初日の前日までに外国滞在中の住所(居所)を定め、届け出ること。

③ 16 備考」欄には、以前に配偶者同行休業をしている場合における当該配偶者同行休業の内容(配

偶者の外国滞在事由、休業期間)、配偶者同行休業の期間を延長する場合における当該配偶者同行休業

の期間の延長を申請する理由その他任命権者が承認の可否を判断するに当たって必要と思われる事項を

記入する。

④ 該当する口にはレ印を記入すること。

※ 所属記入欄

受理年月日 年 月 日 口承認 口不承認

決裁年月日 年 月 日

職
決裁欄

氏名 @ 

附 則

この訓令は、公表の日から施行する。
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2

半吟 司
E

細 部 輯 ( w a w - 回 通 渋 津 齢 制 締 )

剖 三 渦 怜 締 噌 帽 諸 問 織 N h 叫

削 工 一 滴 伶 糠 露 皿 津 川 郡 油 商 ( 白 山 討 中 。 雨 明 剖 刷 工 一 滴 同 時 例 制 川 郡 城 岨 油 商 獄 回 中 )

判 N E 神 N O 雨 明 。 」 4 N 町 田

3 l m ロ 品 川 内 汁 3 1 汁 三 円 四 片 同 J 寸 山 山 。

削 工 一 滴 注 側 タトヰえ 出川

獄 = 胤 が 3 ω 獄 N 泊 門 寸 「 ( 白 山 山 司 ロ N N h 相 跨 鴨 川 加 右 中 ご 品 川 芝 山 い 。

獄 = 冷 3 0 3 界 一 門 野 3 H h 需 品 川 沿 ロ U仰 が 。

( 国 E B 時 E 4 4 芽 糠 )

満 = 胤 が 3 叶 欝 田 3 園 田 議 時 E 4 4 芽 川 郡 一 円 、 u r J ペ 一 件 J 剖 刷 工 一 滴 露 皿 機 3 4 時 品 即 時 ロ ゆ 芽 糠 犠 打 盟 J 寸 山 い 冷 2 3 油 尚 3 2 - n 軒 以 。

獄 同 ∞ 胤 が 判 制 N 泊 門 寸 「 白 出 制 一 口 N C 雨 明 剖 刷 工 一 満 開 一 一 エ 咋 E W 加 エ ∞ 中 」 品 川 「 E 回 世 間 ω 雨 明 剖 刷 工 一 満 開 一 一 エ 咋 獄 N h 叩 」 一 円 四 片 町 守 山 山 。

獄 呂 冷 号 「 ( 白 山 討 中 N 雨 明 跨 鴨 川 加 H N H 中 ご 品 川 芝 山 い 。

至 E

H い 3 潜 樹 立 ' 時 W 叫 m a E ラ m u 廿 酎 4 4 斗 山 い 。

鐸 耳目 機
i

細目 t1
~ 

剖 三 満 鍵 減 蜘 畑 ゆ 型 一 時 純 一 訓

司} h T  

削 工 一 満 州 片 職 制 柳 田 砂 川 判 柑 射 訓 倫 明 注 減 油 商 ( E 由 討 中 H 雨 明 剖 刷 工 一 滴 鍵 訓 榊 皿 ゆ 刊 一 一 エ 咋 獄 N h 叩 )

判 N E 抑 留 令 。 」 4 N 町 田

E

沖 薬 理

特 詩 史 学 3 鉢 哨 州 議 E

3 l 繋 品 川 野 3 1 汁 J U 一 円 四 片 同 J 寸 山 山 。

削 工一 滴 鉢 訓

獄 叶 O 胤が 3 0 w 加 N 泊 門 寸 「 届 け 出 な け れ ば 」 品 川 「 報 告 し な け れ ば 」 打 痔 $ ' E 胤が 3 界 一 円 突 3 H 冷 品 川 沿 ロ 片 山 山 。

( 配 偶 者 同 行 休 業 の 手 続 )

第 七 十 条 の 七 職 員 は 、 修 学 部 分 休 業 等 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 又 は 修 学 部 分 休 業 等 条 例 第 十

四 条 の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 の 承 認 を 受 け よ う と す る と き は 、 配 偶 者 同 行 休 業 を し よ う と す る 期

間 の 初 日 の 一 月 前 ま で に 配 偶 者 同 行 休 業 承 認 申 請 書 に よ り 申 請 し 、 所 属 長 を 経 由 し て 教 育 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。

2 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 を 受 け た 職 員 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 所 属 長 に 届 け 出 な け

れ ば な ら な い 。

一 配 偶 者 が 死 亡 し た 場 合

二 配 偶 者 が 職 員 の 配 偶 者 で な く な っ た 場 合

三 配 偶 者 と 生 活 を 共 に し な く な っ た 場 合

四 修 学 部 分 休 業 等 条 例 第 十 五 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合

国 -E m 拙 N 斗 門 司 3 剛 畑 町 船 3 盲 目 一」 D d 制 付 対 側 泊 3 州 河 獄 剛 畑 町 船 3 畑 一 世 ∞ 翌 日 ) 門 寸 「 第 二 十 六 条 の 五 第 五 項 」 品 川 「 第 二 十 六 条 の 五 」

一 円 四 片 町 ザ J 「 自 己 啓 発 等 休 業 の 」 3 1 2 n 「 承 認 の 失 効 又 は 」 時 u g N ' E 中 打 開 汁 3 1 汁 ψ 打 u g u 仰 が 。

川 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 及 び 同 条 第 二 項 の 延 長 の 承 認

同 第 二 十 六 条 の 六 の 規 定 に よ る 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 失 効 又 は 取 消 し が あ っ た 場 合 の 復 職 の 発 令

出 一」 叫 m w 加 N 斗 円 」 叶 3 剛 湘 知 3 宣 油 一 」 D d 相 内 片 側 泊 3 州 灘 露 困 難 知 3 泊 獄 ω 中 ( N ) 門 寸 「 第 二 十 六 条 の 五 第 五 項 」 品 川 「 第 二 十 六 条 の

五 」 一 円 四 片 町 ザ J 「 自 己 啓 発 等 休 業 の 」 3 1 2 n 「 承 認 の 失 効 又 は 」 品 川 首 U N J E 中 打 野 3 1 汁 三 H u g h 仰 が 。

同 第 二 十 六 条 の 六 第 一 一項 の 規 定 に よ る 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 及 び 同 条 第 二 項 の 延 長 の 承 認

同 第 二 十 六 条 の 六 の 規 定 に よ る 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 失 効 又 は 取 消 し が あ っ た 場 合 の 復 職 の 発 令

至 酒 一 」

什 い 3 刊 一 一 エ 吋 E J 時 W 叫刈 3 E U 7 0 爵 4 4 J 寸 山 い 。

制
t

迦
E

測
需
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利 回 押 N 白 骨 田 辺 自 由 ( 決 議 回 ) 剖 調 話
2

c.n
 吟 司
E

半

剖 三 満 鍵 瑚 蜘 畑 ゆ 型 一品岬 M m N h 叫

満

削 工一 滴 M H A m 持 注 減 油 商 ( ロ 由 討 中 H h 相剖 刷 工一 滴 鉢 覗 刈 柳 田 ゆ 剛 一 一 エ 咋 獄 。 中 ) 3 l 繋 品 川 野 3 1 汁 三 円 四 片 同 斗 か 。

判 N E 神 N O 雨 明 。 」 4 N 町 田

にト

レ レ h -

J 可 ・ 持

削 工一 滴 鉢 峨

E h F 3 界 一 門 野 3 H h m 品 川 沿 ロ 片 山 山 。

迦
E

ゆ制
t

獄 ω N 胤 が 3 叶 一 溜 N 泊 門 寸 「 届 け 出 な け れ ば 」 品 川 「 報 告 し な け れ ば 」 打 痔 $ '

( 配 偶 者 同 行 休 業 の 手 続 )

第 三 十 二 条 の 八 職 員 は 、 修 学 部 分 休 業 等 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 又 は 修 学 部 分 休 業 等 条 例 第

十 四 条 の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 の 承 認 を 受 け よ う と す る と き は 、 配 偶 者 同 行 休 業 を し よ う と す る

期 間 の 初 日 の 一 月 前 ま で に 配 偶 者 同 行 休 業 承 認 申 請 書 に よ り 申 請 し 、 校 長 を 経 由 し て 教 育 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。

2 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 を 受 け た 職 員 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 校 長 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。

一 配 偶 者 が 死 亡 し た 場 合

二 配 偶 者 が 職 員 の 配 偶 者 で な く な っ た 場 合

三 配 偶 者 と 生 活 を 共 に し な く な っ た 場 合

四 修 学 部 分 休 業 等 条 例 第 十 五 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合
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石 川 県 職 員 等 の 修 学 部 分 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 六 月 二 十 五 日

事石 県 委人 員 h
.
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号

石 川 県 職 員 等 の 修 学 部 分 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 職 員 等 の 修 学 部 分 休 業 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
第 十 一 条 の 見 出 し を 「 ( 自 己 啓 発 等 休 業 を し た 職 員 の 職 務 復 帰 ご に 改 め る 。

第 十 六 条 を 第 二 十 二 条 と す る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 第 十 二 条 第 二 項 」 を 「 第 二 十 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 の

次 に 次 の 一 号 を 加 え 、 同 条 を 第 二 十 一 条 と す る 。

六 配 偶 者 同 行 休 業 を し た 期 間

第 十 四 条 中 「 第 十 一 条 」 を 「 第 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 条 と す る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 第 十 条 第 一 項 」 を 「 第 十 八 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 九 条 と す る 。

第 十 二 条 の 次 に 次 の 六 条 を 加 え る 。

( 任 命 権 者 の 責 務 )

第 十 三 条 任 命 権 者 は 、 条 例 の 目 的 に 鑑 み 、 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 が 行 う 必 要 な 能 力 の 維 持 向 上 の た め の 取

組 を 支 援 す る 等 当 該 職 員 の 職 務 へ の 円 滑 な 復 帰 を 図 る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。

( 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 申 請 手 続 )

第 十 四 条 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 申 請 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 承 認 申 請 書 に よ り 、 配 偶 者 同 行 休 業 を 始 め よ う と す る 日

の 一 月 前 ま で に 行 う も の と す る 。

2 任 命 権 者 は 、 前 項 の 申 請 に つ い て 、 そ の 事 由 を 確 認 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 申 請 を し た 職 員 に 対 し

て 、 証 明 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 の 申 請 手 続 )

第 十 五 条 前 条 の 規 定 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 の 申 請 に つ い て 準 用 す る 。

( 配 偶 者 同 行 休 業 を し た 職 員 の 職 務 復 帰 )
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第 十 六 条 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 聞 が 満 了 し た と き 、 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 が 休 職 又 は 停 職 の 処 分 を 受 け た こ と 以 外 の

事 由 に よ り 効 力 を 失 っ た と き 又 は 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 が 取 り 消 さ れ た と き ( 条 例 第 十 五 条 第 三 号 に 規 定 す る 事 由

に 該 当 し た こ と に よ り 承 認 が 取 り 消 さ れ た 場 合 を 除 く 。 ) は 、 当 該 配 偶 者 同 行 休 業 に 係 る 職 員 は 、 職 務 に 復 帰 す る

も の と す る 。

( 配 偶 者 同 行 休 業 に 係 る 辞 令 の 交 付 )

第 十 七 条 第 十 二 条 の 規 定 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 に 係 る 辞 令 の 交 付 に つ い て 準 用 す る 。

( 配 偶 者 同 行 休 業 に 伴 い 任 期 を 定 め て 採 用 し た 職 員 に 係 る 辞 令 の 交 付 )

第 十 八 条 任 命 権 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 辞 令 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 に お い

て 、 辞 令 の 交 付 に よ ら な い こ と を 適 当 と 認 め る と き は 、 辞 令 に 代 わ る 文 書 の 交 付 そ の 他 適 当 な 方 法 を も っ て 辞 令 の

交 付 に 代 え る こ と が で き る 。

一 条 例 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 職 員 を 採 用 し た 場 合

二 条 例 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 し た 職 員 の 任 期 を 更 新 し た 場 合

三 任 期 の 満 了 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 し た 職 員 が 当 然 に 退 職 し た 場 合

附 則

( 施 行 期 日 )

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

( 石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 )

2 石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 の 三 第 一 号 中 「 第 十 二 条 第 二 項 」 を 「 第 二 十 条 第 二 項 」 に 改 め 、 「 も の を 除 く 。 ) 」 の 下 に 「 若 し く は 同 法

第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 配 偶 者 同 行 休 業 」 を 加 え る 。

第 五 条 の 四 第 四 項 第 一 号 中 「 又 は 」 を 「 、 」 に 改 め 、 「 相 当 す る も の の 期 間 」 の 下 に 「 、 同 法 第 二 十 六 条 の 六 第 一

項 に 規 定 す る 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 、 国 家 公 務 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 五 年 法 律 第 七 十 八 号 )

第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 又 は 法 人 の 就 業 規 則 等 に 定 め ら れ て い る 休 業 で 地 方 公 務 員 法 第 二 十

六 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 配 偶 者 同 行 休 業 に 相 当 す る も の の 期 間 」 を 加 え る 。

( 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 改 正 )

3 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 五 十 一 条 の 二 第 一 項 中 第 七 号 を 第 八 口 す と し 、 第 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

七 配 偶 者 同 行 休 業 ( 法 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 配 偶 者 同 行 休 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) を 始 め 、 又 は 配

偶 者 同 行 休 業 の 終 了 に よ り 職 務 に 復 帰 し た 場 合

第 五 十 一 条 の 二 第 二 項 中 「 自 己 啓 発 等 休 業 を し 」 の 下 に 「 、 配 偶 者 同 行 休 業 を し 」 を 加 え る 。

第 六 十 三 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

九 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員

第 六 十 六 条 第 二 項 第 二 号 中 「 並 び に 」 を 「 及 び 」 に 、 「 及 び 第 八 号 」 を 「 か ら 第 九 号 ま で 」 に 改 め る 。

第 六 十 八 条 第 二 号 、 第 七 十 条 第 二 項 第 一 号 及 び 第 七 十 二 条 第 一 号 中 「 、 第 七 号 及 び 第 八 号 」 を 「 及 び 第 七 号 か ら

第 九 口 す ま で 」 に 改 め る 。

第 七 十 六 条 の 十 九 中 「 第 十 条 第 二 項 」 を 「 第 十 八 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 二 第 一 項 第 三 号 、 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 三 第 二 項 第 二 号 及 び 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 四 第 二

項 中 「 自 己 啓 発 等 休 業 を し 」 の 下 に 「 、 配 偶 者 同 行 休 業 を し 」 を 加 え る 。

( 石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 )

石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 四 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 第 二 号 中 「 、 第 七 号 及 び 第 八 号 」 を 「 及 び 第 七 号 か ら 第 九 号 ま で 」 に 改 め る 。
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